
別表１ 開発許可の基準に関する条項
都市計画法 都市計画法施行令 都市計画法施行規則 開発許可制度運用指針

（開発許可の基準） Ⅲ－５ 法第33条関係
【第33条】 都道府県知事は、開発許可
の申請があった場合において、当該申
請に係る開発行為が、次に掲げる基準
（第４項及び第５項の条例が定められ
ているときは、当該条例で定める制限
を含む。）に適合しており、かつ、そ
の申請の手続がこの法律又はこの法律
に基づく命令の規定に違反していない
と認めるときは、開発許可をしなけれ
ばならない。
一 当該申請に係る開発区域内の土地
について、用途地域、特別用途地区、
特定用途制限地域、流通業務地区又
は港湾法第39条第１項の分区（以下
「用途地域等」という。）が定めら
れているときは、予定建築物等の用
途が当該用途地域等（特別用途地区
にあっては建築基準法第49条第１項
又は第２項の条例、特定用途制限地
域にあっては同法第49条の２の条
例、港湾法第39条第１項の分区にあ
っては同法第40条第１項の条例）に
適合していること。ただし、都市再
生特別地区の区域内において当該都
市再生特別地区に定められた誘導す
べき用途に適合するものにあっては、
この限りでない。

二 主として、自己の居住の用に供す （法第33条第１項各号を適用するについて必 （道路の幅員） Ⅲ－５－１ 第２号関係（道路に関する基準）
る住宅の建築の用に供する目的で行 要な技術的細目） 【第20条】 令第25条第２号の国土交通省令 (1) 令第25条第２号ただし書の運用
う開発行為以外の開発行為にあって 【第25条】 法第33条第２項に規定する技術 で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住 開発許可制度が対象とする開発行為は、一般的には、開発区域内に複数の
は、道路、公園、広場その他の公共 的細目のうち、同条第１項第２号に関する 宅以外の建築物若しくは第１種特定工作物 敷地を配置し、区画道路を開発区域内に整備する面的な団地開発であり、開
の用に供する空地（消防に必要な水 ものは、次に掲げるものとする。 の敷地でその規模が1,000平方メートル未 発許可の道路に関する技術基準も団地開発に適用することを想定してつくら
利が十分でない場合に設置する消防 一 道路は、都市計画において定められた 満のものにあっては６メートル（多雪地域 れていたため、既存道路に接して行われる一敷地の単体的な開発行為に適用
の用に供する貯水施設を含む。）が、 道路及び開発区域外の道路の機能を阻害 で、積雪時における交通の確保のため必要 する際に、必ずしも合理的とは言い難い場合もある。従って、既存道路に接
次に掲げる事項を勘案して、環境の することなく、かつ、開発区域外にある があると認められる場合にあっては、８メ して行われる単体的な開発行為について、開発区域の規模や形状、開発区域
保全上、災害の防止上、通行の安全 道路と接続する必要があるときは、当該 ートル）、その他のものにあっては９メー の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、令第25条第２号本文所定
上又は事業活動の効率上支障がない 道路と接続してこれらの道路の機能が有 トルとする。 の要件を充足することが著しく困難な場合においては、令第25条第２号ただ
ような規模及び構造で適当に配置さ 効に発揮されるように設計されているこ （令第25条第２号ただし書の国土交通省令で し書の規定により、通行の安全等の点で支障がないと認められる一定の道路
れ、かつ、開発区域内の主要な道路 と。 定める道路） が予定建築物等の敷地に接して配置されていれば足りるものであると考えら
が、開発区域外の相当規模の道路に 二 予定建築物等の用途、予定建築物等の 【第20条の２】 令第25条第２号ただし書の れる。
接続するように設計が定められてい 敷地の規模等に応じて、６メートル以上 国土交通省令で定める道路は、次に掲げる 令第25条第２号ただし書の運用については次の事項に留意することが望ま
ること。この場合において、当該空 12メートル以下で国土交通省令で定める 要件に該当するものとする。 しい。
地に関する都市計画が定められてい 幅員（小区間で通行上支障がない場合は、 一 開発区域内に新たに道路が整備されな ① 開発区域内に新たに整備される区画道路については、開発者自らが設計
るときは、設計がこれに適合してい ４メートル）以上の幅員の道路が当該予 い場合の当該開発区域に接する道路であ し、築造するものであり、令第25条第２項本文所定の幅員に適合させるこ
ること。 定建築物等の敷地に接するように配置さ ること。 とが困難な場合は想定されないことから、施行規則第20条の２第１号によ
イ 開発区域の規模、形状及び周辺 れていること。ただし、開発区域の規模 二 幅員が４メートル以上であること。 り、令第25条第２号ただし書の適用はないこと。
の状況 及び形状、開発区域の周辺の土地の地形 （道路に関する技術的細目） ② 令第25条第２号ただし書の適用対象となるのは、開発区域外の既存道路

ロ 開発区域内の土地の地形及び地 及び利用の態様等に照らして、これによ 【第24条】 令第29条の規定により定める技 に直接接して行われる一敷地の単体的な開発行為であること。また、開発
盤の性質 ることが著しく困難と認められる場合で 術的細目のうち、道路に関するものは、次 行為が既存道路に接して行われ、開発区域内に新たに区画道路が整備され

ハ 予定建築物等の用途 あって、環境の保全上、災害の防止上、 に掲げるものとする。 る場合については、当該既存道路には、令第25条第４号の規定が適用され
ニ 予定建築物等の敷地の規模及び 通行の安全上及び事業活動の効率上支障 一 道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑 ること。
配置 がないと認められる規模及び構造の道路 な交通に支障を及ぼさない構造とし、か ③ 令第25条第２号ただし書の要件を満たすためには、敷地に接する既存道

で国土交通省令で定めるものが配置され つ、適当な値の横断勾配が附されている 路が施行規則第20条の２の要件に該当し、かつ、「環境の保全上、災害の
ているときは、この限りでない。 こと。 防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模

三 市街化調整区域における開発区域の面 二 道路には、雨水等を有効に排出するた 及び構造」を有すること。
積が20ヘクタール以上の開発行為（主と め必要な側溝、街渠その他の適当な施設 ④ 「開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態
して第２種特定工作物の建設の用に供す が設けられていること。 様等に照らして、これによることが著しく困難」とは、次のすべての事項
る目的で行う開発行為を除く。第６号及 三 道路の縦断勾配は、９パーセント以下 について総合的に判断することになるが、その内容を例示すれば、以下の
び第７号において同じ。）にあっては、 であること。ただし、地形等によりやむ とおりであること。



予定建築物等の敷地から250メートル以 を得ないと認められる場合は、小区間に イ 開発区域の規模
内の距離に幅員12メートル以上の道路が 限り、12パーセント以下とすることがで 開発区域の規模が小さく、周辺の交通等に与える影響に比して令第25
設けられていること。 きる。 条第２号本文所定の幅員まで敷地の接する既存道路を一定の区間にわた

四 開発区域内の主要な道路は、開発区域 四 道路は、階段状でないこと。ただし、 り拡幅することに伴う負担が著しく過大と認められる場合等。
外の幅員９メートル（主として住宅の建 もっぱら歩行者の通行の用に供する道路 ロ 開発区域の形状
築の用に供する目的で行なう開発行為に で、通行の安全上支障がないと認められ 開発区域が偏平である場合等で開発区域内において、令第25条第２号
あっては、6.5メートル）以上の道路（開 るものにあっては、この限りでない。 本文所定の幅員の道路を配置することが、著しく困難である場合や、開
発区域の周辺の道路の状況によりやむを 五 道路は、袋路状でないこと。ただし、 発区域の既存道路への接続部分の間口が狭小である場合で、周辺の交通
得ないと認められるときは、車両の通行 当該道路の延長若しくは当該道路と他の 等に与える影響に比して令第25条第２号本文所定の幅員まで敷地の接す
に支障がない道路）に接続していること。 道路との接続が予定されている場合又は る既存道路を一定の区間にわたり拡幅することに伴う負担が著しく過大

五 開発区域内の幅員９メートル以上の道 転回広場及び避難通路が設けられている と認められる場合等。
路は、歩車道が分離されていること。 場合等避難上及び車両の通行上支障がな ハ 開発区域の周辺の土地の地形

い場合は、この限りでない。 開発区域の周辺にがけや河川等が存在しているため、令第25条第２号
六 歩道のない道路が同一平面で交差し、 本文所定の幅員まで敷地の接する既存道路を一定の区間にわたり拡幅す
若しくは接続する箇所又は歩道のない道 ることが、著しく困難である場合等。
路のまがりかどは、適当な長さで街角が ニ 開発区域の周辺の土地の利用の態様
切り取られていること。 既存道路沿いに建築物が連たんしている場合等。ただし、この「連た

七 歩道は、緑石線又はさくその他これに ん」については、建築物の数のみで判断されるものではなく、拡幅に際
類する工作物によって車道から分離され しての用地確保の困難性（既存道路に接して周辺に建築されている建築
ていること。 物が堅固である等移転困難なものであること、拡幅が長区間にわたる等

過大な負担と認められるものであること、関係権利者が極めて多数に上
る等社会的影響が大きいこと等が要求されるものと考えられ、ただ単に
開発者側の都合（資金や工期等）で事実上拡幅できないというだけでは
困難性は認められない。）等の要素を総合的に勘案して、一定の区間に
わたり、令第25条第２号本文所定の幅員を確保することが「著しく困難」
であるかどうかを判断するものであること。

⑤ 「環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支
障がない」について、以下のすべての条件を満たしていることが必要であ
り、必要に応じてセットバック等による道路の拡幅を求めることを通じて、
当該区域において開発行為が行われることにより発生が予想される支障の
除去に努めるものとすること。
イ 環境の保全

良好な市街地の環境を確保する観点から、日照、通風、採光等の点で
支障がないこと。

ロ 災害の防止
延焼のおそれのないこと。
避難活動上支障がないこと。
消防活動上支障がないこと（消防ポンプ車が進入可能であること、消

防水利が適切に確保されていること等を考慮すること）。
ハ 通行の安全

通過交通が少なく、かつ、１日当たりの車両の交通量も少ないこと（車
両の交通量については、道路構造令に規定される計画交通量等を参考と
すること）。
歩行者の数が多くないこと（商店が連たんして多数の買物客が往来す

る道路や多数の者の通勤、通学の用に供されている駅周辺の道路等は通
常、該当しないと考えられること）。
予定建築物等の用途が、多数の車両の出入りが見込まれるものでない

こと（例えば、デパート、トラックターミナル等の大規模商業施設、大
規模流通業務施設等は通常該当しないと考えられること）。

ニ 事業活動の効率
業務用の開発行為の場合に、事業活動の支障を生じないこと。

⑥ 開発区域を含めた周辺市街地を良好な市街地として育成する観点から、
都市整備担当部局と綿密な連携をとること。

⑦ 自然公園法等による土地利用規制を受ける開発区域内において車両の通
行が想定される道路が設けられない場合には、開発区域外から開発区域へ
到達する道路については令第25条第２号本文の規定は適用されないもので
あること。

(2) 令第25条第２号括弧書の運用（再開発型開発行為に関する道路の基準の運
用）
幹線街路に面していない前面道路の幅員が９ｍ未満の開発であって、幹線

街路に面して既に中高層の建築物が存する場合等道路拡幅用地の確保が事実
上不可能と考えられる場合について、幹線街路に至るまでの道路の拡幅を求
めることは、結果として、開発行為の規制を避けるための小規模な開発を生
じせしめることとなり、かえって都市の秩序ある整備に支障を及ぼすおそれ
があると考えられる。



従って、予定建築物の用途が住宅以外のものであっても次の要件のすべて
に該当する開発行為については、施行規則第20条の規定にかかわらず、令第
25条第２号括弧書を適用し、小区間で通行上支障がない場合として取扱って
差し支えない。
① 予定建築物が建築基準法に基づく総合設計制度又は法に基づく特定街区
制度の適用を受けて行われるもので当該建築に際して総合設計の許可又は
特定街区の都市計画決定に基づき、歩道状の公開空地等が主要な前面道路
に沿い、当該前面道路に接する敷地全長にわたって適切に確保されている
こと。

② 幹線道路への接続距離が短いこと。
③ 開発区域の２面以上が幅員６ｍ以上の道路に接していること。

六 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上 （公園等の設置基準） Ⅲ－５－２ 第２号関係（公園、緑地又は広場に関する基準）
５ヘクタール未満の開発行為にあって 【第21条】 開発区域の面積が５ヘクタール (1) 令第25条第６号及び第７号の「公園、緑地又は広場」は、多数者が集まる
は、開発区域に、面積の合計が開発区域 以上の開発行為にあっては、次に定めると 用途の開発行為については、環境の保全、災害の防止、利用者の利便を確保
の面積の３パーセント以上の公園、緑地 ころにより、その利用者の有効な利用が確 するため必要なものであるが、法上、開発行為に伴い必要とされる公園等は、
又は広場が設けられていること。ただし、 保されるような位置に公園（予定建築物等 開発区域内の利用者のために必要なものであり、広域的な観点から必要とさ
開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地 の用途が住宅以外のものである場合は、公 れる公園については、別途公共側で整備するものであるから、例えば大学等
又は広場が存する場合、予定建築物等の 園、緑地又は広場。以下この条において同 の建設を目的とした開発行為における公園等の整備については、大学等の敷
用途が住宅以外のものであり、かつ、そ じ。）を設けなければならない。 地内に、学生・教職員等の利用を想定した緑地又は広場等が当該大学等の計
の敷地が一である場合等開発区域の周辺 一 公園の面積は、１箇所300平方メート 画に基づき整備されれば足り、専ら一般公共の利用に供する公園の整備まで
の状況並びに予定建築物等の用途及び敷 ル以上であり、かつ、その面積の合計が 要求することは望ましくない。
地の配置を勘案して特に必要がないと認 開発区域の面積の３パーセント以上であ (2) 令第25条第３号、第６号及び第７号
められる場合は、この限りでない。 ること。 ゴルフコース等の第二種特定工作物については、道路、公園等の公共空地

七 開発区域の面積が５ヘクタール以上の 二 開発区域の面積が20ヘクタール未満の の基準を適用するが、その本質が空地的、緑地的、平面的土地利用であるこ
開発行為にあっては、国土交通省令で定 開発行為にあってはその面積が1,000平 とに鑑み、令第25条第３号、第６号及び第７号については適用しないことが
めるところにより、面積が１箇所300平 方メートル以上の公園が１箇所以上、開 望ましい。
方メートル以上であり、かつ、その面積 発区域の面積が20ヘクタール以上の開発 また、令第25条第６号及び第７号の適用がない「主として第二種特定工作
の合計が開発区域の面積の３パーセント 行為にあってはその面積が1,000平方メ 物の建設の用に供する目的で行う開発行為」には、大学等の野球場、庭球場、
以上の公園（予定建築物等の用途が住宅 ートル以上の公園が２箇所以上であるこ 陸上競技場等に通常併設されると考えられる付属的な建築物が建設される場
以外のものである場合は、公園、緑地又 と。 合が含まれるものと考えられる。
は広場）が設けられていること。 （公園に関する技術的細目） (3) 再開発型開発行為に関する公園等の基準の運用

【第25条】 令第29条の規定により定める技 再開発型開発行為に関する公園等の基準等の運用については、次の事項に
術的細目のうち、公園に関するものは、次 留意することが望ましい。
に掲げるものとする。 ① 開発区域内において法第33条に定める基準を満たす公園等と同等の機能
一 面積が1,000平方メートル以上の公園 を有すると認められる総合設計等に基づく公開空地等の確保が担保される
にあっては、２以上の出入口が配置され 場合には、公園等のための空地を公園管理者に移管せずに建築物の敷地と
ていること。 して一体的に開発行為者に管理させても、実質的に良好な都市環境が確保

二 公園が自動車交通量の著しい道路等に されることから、建築基準法に基づく総合設計制度又は法に基づく特定街
接する場合は、さく又はへいの設置その 区制度により、開発区域内に公開空地等が確保され、引続き空地としての
他利用者の安全の確保を図るための措置 管理がなされることが確実な開発行為については、公園管理担当部局と協
が講ぜられていること。 議の上令第25条第６号ただし書を適用し、形式的に公園等の確保を求めな

三 公園は、広場、遊戯施設等の施設が有 くても差し支えないこと。
効に配置できる形状及び勾配で設けられ ② 土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業又は開発許可により面的な整
ていること。 備事業が施行された区域内の土地等、公園等が周辺において既に適正に確

四 公園には、雨水等を有効に排出するた 保された土地の二次的な開発については、同号ただし書に該当するものと
めの適当な施設が設けられていること。 して、二次的な開発に際して公園等を更に求める必要はないこと。

③ 総合設計制度又は特定街区制度により確保された公開空地等が、法第36
条第３項の工事完了公告の後においても、駐車場等に転用されず、法に基
づく公園等の機能を実質的に保つことを担保するため、開発許可に際して
の条件の付与等の措置を事案に応じて講ずるとともに、公開空地等の確保
に関して、十分な担保措置がなされるよう建築確認担当部局又は都市計画
担当部局と調整を図ること。

④ 総合設計の許可の事前審査と開発許可の事前協議手続は、建築確認担当
部局と開発許可担当部局との十分な連絡調整を図りつつ並行して実施する
こととし、総合設計の許可が確実と見込まれる段階で開発許可を行うこと。

八 消防に必要な水利として利用できる河
川、池沼その他の水利が消防法（昭和23
年法律第186号）第20条第１項の規定に
よる勧告に係る基準に適合していない場
合において設置する貯水施設は、当該基
準に適合しているものであること。

三 排水路その他の排水施設が、次に 【第26条】 法第33条第２項に規定する技術 （排水施設の管渠の勾配及び断面積）
掲げる事項を勘案して、開発区域の 的細目のうち、同条第１項第３号に関する 【第22条】 排水施設の管渠の勾配及び断面
下水道法（昭和33年法律第79号）第 ものは、次に掲げるものとする。 積は、５年に１回の確率で想定される降雨
２条第１号に規定する下水を有効に 一 開発区域内の排水施設は、国土交通省 強度値以上の降雨強度値を用いて算出した



排出するとともに、その排出によっ 令で定めるところにより、開発区域の規 計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、
て開発区域及びその周辺の地域に溢 模、地形、予定建築物等の用途、降水量 又は附随する廃水量及び地下水量から算定
水等による被害が生じないような構 等から想定される汚水及び雨水を有効に した計画汚水量を有効に排出することがで
造及び能力で適当に配置されるよう 排出できるように、管渠の勾配及び断面 きるように定めなければならない。
に設計が定められていること。この 積が定められていること。 （排水施設に関する技術的細目）
場合において、当該排水施設に関す 二 開発区域内の排水施設は、放流先の排 【第26条】 令第29条の規定により定める技
る都市計画が定められているときは、 水能力、利水の状況その他の状況を勘案 術的細目のうち、排水施設に関するものは、
設計がこれに適合していること。 して、開発区域内の下水を有効かつ適切 次に掲げるものとする。
イ 当該地域における降水量 に排出できるように、下水道、排水路そ 一 排水施設は、堅固で耐久力を有する構
ロ 前号イからニまでに掲げる事項 の他の排水施設又は河川その他の公共の 造であること。
及び放流先の状況 水域若しくは海域に接続していること。 二 排水施設は、コンクリート、れんがそ

この場合において、放流先の排出能力に の他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水
よりやむを得ないと認められるときは、 を最小限度のものとする措置が講ぜられ
開発区域内において一時雨水を貯留する ていること。
遊水池その他の適当な施設を設けること 三 公共の用に供する排水施設は、道路そ
を妨げない。 の他排水施設の維持管理上支障がない場

三 雨水（処理された汚水及びその他の汚 所に設置されていること。
水でこれと同程度以上に清浄であるもの 四 公共の用に供する排水施設のうち暗渠
を含む。）以外の下水は、原則として、 である構造の部分の内径又は内のり幅
暗渠によって排出できるように定められ は、20センチメートル以上であること。
ていること。 五 排水施設のうち暗渠である構造の部分

の次に掲げる箇所には、ます又はマンホ
ールが設けられていること。
イ 公共の用に供する管渠の始まる箇所
ロ 下水の流路の方向、勾配又は横断面
が著しく変化する箇所。ただし、管渠
の清掃に支障がないときは、この限り
でない。

ハ 管渠の長さがその内径又は内のり幅
の120倍をこえない範囲において管渠
の維持管理上必要な箇所

六 ます又はマンホールの底には、もっぱ
ら雨水を排除すべきますにあっては深さ
が15センチメートル以上のどろだめが、
その他のます又はマンホールにあっては
その接続する管渠の内径又は内のり幅に
応じ相当の幅のインバートが設けられて
いること。

四 主として、自己の居住の用に供す Ⅲ－５－３ 第４号関係（開発許可制度における水道の取扱い）
る住宅の建築の用に供する目的で行 都道府県知事等は、法第33条第１項第４号の基準については、開発区域の
う開発行為以外の開発行為にあって 大小を問わず、開発行為を行おうとする者が当該開発区域を給水区域に含む
は、水道その他の給水施設が、第２ 水道事業者から給水を受けるものであるときは、当該開発行為を行おうとす
号イからニまでに掲げる事項を勘案 る者と当該水道事業者との協議が整うことをもって同号の開発許可基準に適
して、当該開発区域について想定さ 合しているものと取り扱って差し支えない。
れる需要に支障を来さないような構 また、開発区域の面積が20ha未満の開発行為についても、当該開発区域を
造及び能力で適当に配置されるよう 給水区域に含む水道事業者との協議を行わせることが望ましい。
に設計が定められていること。この
場合において、当該給水施設に関す
る都市計画が定められているときは、
設計がこれに適合していること。

五 当該申請に係る開発区域内の土地
について地区計画等（次のイからニ
までに定める地区計画等の区分に応
じて、当該イからニまでに定める事
項が定められているものに限る。）
が定められているときは、予定建築
物等の用途又は開発行為の設計が当
該地区計画等に定められた内容に即
して定められていること。
イ 地区計画 再開発等促進区（第
12条の５第４項第２号に規定する
施設の配置及び規模が定められて
いるものに限る。）又は地区整備
計画

ロ 防災街区整備地区計画 地区防



災施設の区域、特定建築物地区整
備計画又は防災街区整備地区整備
計画

ハ 沿道地区計画 沿道再開発等促
進区（幹線道路の沿道の整備に関
する法律第９条第４項第２号に規
定する施設の配置及び規模が定め
られているものに限る。）又は沿
道地区整備計画

六 当該開発行為の目的に照らして、 【第27条】 主として住宅の建築の用に供す
開発区域における利便の増進と開発 る目的で行なう20ヘクタール以上の開発行
区域及びその周辺の地域における環 為にあっては、当該開発行為の規模に応じ
境の保全とが図られるように公共施 必要な教育施設、医療施設、交通施設、購
設、学校その他の公益的施設及び開 買施設その他の公益的施設が、それぞれの
発区域内において予定される建築物 機能に応じ居住者の有効な利用が確保され
の用途の配分が定められていること。 るような位置及び規模で配置されていなけ

ればならない。ただし、周辺の状況により
必要がないと認められるときは、この限り
でない。

七 開発区域内の土地が、地盤の軟弱 【第28条】 法第33条第２項に規定する技術 （がけ面の保護） Ⅲ－５－４ 第７号関係（擁壁の透水層の取扱い）
な土地、がけ崩れ又は出水のおそれ 的細目のうち、同条第１項第７号に関する 【第23条】 切土をした土地の部分に生ずる 擁壁の透水層の取扱いについては、宅地造成等規制法施行令第10条、施行
が多い土地その他これらに類する土 ものは、次に掲げるものとする。 高さが２メートルをこえるがけ、盛土をし 規則第27条及び建築基準法施行令第142条により擁壁の裏面で水抜き穴の周辺
地であるときは、地盤の改良、擁壁 一 開発区域内の地盤が軟弱である場合に た土地の部分に生ずる高さ１メートルをこ その他必要な場所には、砂利等の透水層を設ける旨規定されており、「砂利
の設置等安全上必要な措置が講ぜら は、地盤の沈下又は開発区域外の地盤の えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土 等」とは、一般的には砂利、砂、砕石等を用いているところであるが、石油
れるように設計が定められているこ 隆起が生じないように、土の置換え、水 地の部分に生ずる高さが２メートルをこえ 系素材を用いた「透水マット」の使用についても、その特性に応じた適正な
と。 抜きその他の措置が講ぜられているこ るがけのがけ面は、擁壁でおおわなければ 使用方法であれば、認めても差し支えない。

と。 ならない。ただし、切土をした土地の部分 また、適正な使用方法等については、「擁壁用透水マット技術マニュアル」
二 開発行為によってがけが生じる場合に に生ずることとなるがけ又はがけの部分 （平成３年３月 社団法人建築研究振興会）を参考とすることが望ましい。
は、がけの上端に続く地盤面は、特別の で、次の各号の一に該当するもののがけ面
事情がない限り、そのがけの反対方向に については、この限りでない。
雨水その他の地表水が流れるように勾配 一 土質が次の表の左欄に掲げるものに該
がとられていること。 当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中

三 切土をする場合において、切土をした 欄の角度以下のもの
後の地盤にすべりやすい土質の層がある
ときは、その地盤にすべりが生じないよ 擁壁を要 擁壁を要
うに、くい打ち、土の置換えその他の措 土 質 しない勾 する勾配
置が講ぜられていること。 配の上限 の下限

四 盛土をする場合には、盛土に雨水その
他の地表水の浸透によるゆるみ、沈下又 軟岩（風化の著し
は崩壊が生じないように、締固めその他 いものを除く。） 60度 80度
の措置が講ぜられていること。

五 著しく傾斜している土地において盛土 風化の著しい岩 40度 50度
をする場合には、盛土をする前の地盤と
盛土とが接する面がすべり面とならない 砂利、真砂土、関
ように、段切りその他の措置が講ぜられ 東ローム、硬質粘
ていること。 土その他これらに 35度 45度

六 開発行為によって生じたがけ面は、崩 類するもの
壊しないように、国土交通省令で定める
基準により、擁壁の設置、石張り、芝張 二 土質が前号の表の左欄に掲げるものに
り、モルタル吹付けその他の措置が講ぜ 該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の
られていること。 中欄の角度をこえ同表の右欄の角度以下

のもので、その上端から下方に垂直距離
５メートル以内の部分。この場合におい
て、前号に該当するがけの部分により上
下に分離されたがけの部分があるとき
は、同号に該当するがけの部分は存在せ
ず、その上下のがけの部分は連続してい
るものとみなす。

２ 前項の規定の適用については、小段等に
よって上下に分離されたがけがある場合に
おいて、下層のがけ面の下端を含み、かつ、
水平面に対し30度の角度をなす面の上方に
上層のがけ面の下端があるときは、その上
下のがけを一体のものとみなす。

３ 第１項の規定は、土質試験等に基づき地



盤の安定計算をした結果がけの安全を保つ
ために擁壁の設置が必要でないことが確か
められた場合又は災害の防止上支障がない
と認められる土地において擁壁の設置に代
えて他の措置が講ぜられた場合には、適用
しない。

４ 開発行為によって生ずるがけのがけ面
は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝
張り、モルタルの吹付け等によって風化そ
の他の浸食に対して保護しなければならな
い。

（擁壁に関する技術的細目）
【第27条】 第23条第１項の規定により設
置される擁壁については、次に定めるとこ
ろによらなければならない。
一 擁壁の構造は、構造計算、実験等によ
って次のイからニまでに該当することが
確かめられたものであること。
イ 土圧、水圧及び自重（以下この号に
おいて「土圧等」という。）によって
擁壁が破壊されないこと。

ロ 土圧等によって擁壁が転倒しないこ
と。

ハ 土圧等によって擁壁の基礎がすべら
ないこと。

ニ 土圧等によって擁壁が沈下しないこ
と。

二 擁壁には、その裏面の排水をよくする
ため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で
水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂
利等の透水層が設けられていること。た
だし、空積造その他擁壁の裏面の水が有
効に排水できる構造のものにあっては、
この限りでない。

２ 開発行為によって生ずるがけのがけ面を
覆う擁壁で高さが２メートルを超えるもの
については、建築基準法施行令（昭和25年
政令第338号）第142条（同令第７章の８の
準用に関する部分を除く。）の規定を準用
する。

八 主として、自己の居住の用に供す （法第33条第１項第８号の政令で定める区域）
る住宅の建築又は住宅以外の建築物 【第23条の２】 法第33条第１項第８号の政
若しくは特定工作物で自己の業務の 令で定める開発行為を行うのに適当でない
用に供するものの建築又は建設の用 区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止
に供する目的で行う開発行為以外の に関する法律（昭和44年法律第57号）第３
開発行為にあっては、開発区域内に 条第１項の急傾斜地崩壊危険区域とする。
建築基準法第39条第１項の災害危険
区域、地すべり等防止法（昭和33年
法律第30号）第３条第１項の地すべ
り防止区域、土砂災害警戒区域等に
おける土砂災害防止対策の推進に関
する法律（平成12年法律第57号）第
８条第１項の土砂災害特別警戒区域
その他政令で定める開発行為を行う
のに適当でない区域内の土地を含ま
ないこと。ただし、開発区域及びそ
の周辺の地域の状況等により支障が
ないと認められるときは、この限り
でない。

九 政令で定める規模以上の開発行為 （第33条第１項第９号の政令で定める規模） Ⅲ－５－５ 第９号、第10号関係（環境への配慮義務）
にあっては、開発区域及びその周辺 【第23条の３】 法第33条第１項第９号の政 (1) 法第33条第１項第９号及び令第28条の２の基準は、当該開発行為の目的、
の地域における環境を保全するため、 令で定める規模は、１ヘクタールとする。 開発区域内の土地の地形等を勘案し、樹木の保存については一定規模以上の
開発行為の目的及び第２号イからニ ただし、開発区域及びその周辺の地域にお 樹木又は樹木の集団の存する土地を当該開発区域内に予定された公園、緑地、
までに掲げる事項を勘案して、開発 ける環境を保全するため特に必要があると 隣棟間空地、緩衝帯等のオープンスペースとして活用することにより面的に
区域における植物の生育の確保上必 認められるときは、都道府県は、条例で、 保存することを趣旨とするものであり、また、表土の保全等については植物



要な樹木の保存、表土の保全その他 区域を限り、0.3ヘクタール以上１ヘクタ の生育の確保上必要な表土の復元等の措置を講じさせることを趣旨とするも
の必要な措置が講ぜられるように設 ール未満の範囲内で、その規模を別に定め のであるから、その運用に際しては、開発行為を行う者に設計上あるいは工
計が定められていること。 ることができる。 事の施行上過重な負担を課することとならないよう留意することが望ましい。

【第28条の２】 法第33条第２項に規定する (2) 法第33条第１項第９号及び第10号並びに令第28条の２及び第28条の３の基
技術的細目のうち、同条第１項第９号に関 準の運用に際しては、開発行為の目的が工場用地とするものである場合には、
するものは、次に掲げるものとする。 工場立地法に基づく「工場立地に関する準則」の運用と齟齬をきたさないよ
一 高さが10メートル以上の健全な樹木又 （樹木の集団の規模） うに十分配慮する必要があり、開発許可の基準の趣旨は、樹木若しくは樹木
は国土交通省令で定める規模以上の健全 【第23条の２】 令第28条の２第１号の国土 の集団の保存措置又は緑地帯その他の緩衝帯の配置に関し、同準則を上回っ
な樹木の集団については、その存する土 交通省令で定める規模は、高さが５メート て求めている趣旨ではないことに留意することが望ましい。
地を公園又は緑地として配置する等によ ルで、かつ、面積が300平方メートルとす (3) 開発行為の目的が工場用地とするものである場合には、令第28条の３に規
り、当該樹木又は樹木の集団の保存の措 る。 定する「緑地帯その他の緩衝帯」には、原則として工場立地法第４条第１項
置が講ぜられていること。ただし、当該 第１号の「環境施設」が含まれるものであり、また、工場立地に基づく「工
開発行為の目的及び法第33条第１項第２ 場立地に関する準則」の運用との調整に際しては、概ね国土交通省令で定め
号イからニまでに掲げる事項と当該樹木 る幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそって内側に配置さ
又は樹木の集団の位置とを勘案してやむ れていればよいものと考えられる。
をえないと認められる場合は、この限り (4) 自然公園法等により指定される区域における開発行為については、安全上
でない。 問題がない場合には、地域に生育する植物と同種の植物による緑化又は張芝、

二 高さが１メートルを超える切土又は盛 種子吹付等による緑化を行うこと及び雨水浸透への積極的な取組みを申請者
土が行われ、かつ、その切土又は盛土を に対し周知するとともに、自然公園等担当部局と連携し、法の技術的基準に
する土地の面積が1,000平方メートル以 適合する限り自然公園法等における許可基準及び指導に沿った運用を行うこ
上である場合には、当該切土又は盛土を とが望ましい。
行う部分（道路の路面の部分その他の植
栽の必要がないことが明らかな部分及び
植物の生育が確保される部分を除く。）
について表土の復元、客土、土壌の改良
等の措置が講ぜられていること。

十 政令で定める規模以上の開発行為 （法第33条第１項第10号の政令で定める規模）
にあっては、開発行為及びその周辺 【第23条の４】 法第33条第１項第10号の政
の地域における環境を保全するため、 令で定める規模は、１ヘクタールとする。
第２号イからニまでに掲げる事項を 【第28条の３】 騒音、振動等による環境の （緩衝帯の幅員）
勘案して、騒音、振動等による環境 悪化をもたらすおそれがある予定建築物等 【第23条の３】 令第28条の３の国土交通省
の悪化の防止上必要な緑地帯その他 の建築又は建設の用に供する目的で行う開 令で定める幅員は、開発行為の規模が、１
の緩衝帯が配置されるように設計が 発行為にあっては、４メートルから20メー ヘクタール以上1.5ヘクタール未満の場合
定められていること。 トルまでの範囲内で開発区域の規模に応じ にあっては４メートル、1.5ヘクタール以

て国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯 上５ヘクタール未満の場合にあっては５メ
その他の緩衝帯が開発区域の境界にそって ートル、５ヘクタール以上15ヘクタール未
その内側に配置されていなければならな 満の場合にあっては10メートル、15ヘクタ
い。ただし、開発区域の土地が開発区域外 ール以上25ヘクタール未満の場合にあって
にある公園、緑地、河川等に隣接する部分 は15メートル、25ヘクタール以上の場合に
については、その規模に応じ、緩衝帯の幅 あっては20メートルとする。
員を減少し、又は緩衝帯を配置しないこと
ができる。

十一 政令で定める規模以上の開発行 （法第33条第１項第11号の政令で定める開発
為にあっては、当該開発行為が道路、 行為の規模）
鉄道等による輸送の便等からみて支 【第24条】 法第33条第１項第11号の政令で
障がないと認められること。 定める規模は、40ヘクタールとする。

十二 主として、自己の居住の用に供 （法第33条第１項第12号の政令で定める規模） Ⅲ－５－６ 第12号関係（申請者の資力・信用要件）
する住宅の建築の用に供する目的で 【第24条の２】 法第33条第１項第12号の政 本号の規定による申請者の資力及び信用の有無の判断は、資金計画、過去
行う開発行為又は住宅以外の建築物 令で定める規模は、１ヘクタールとする。 の事業実績等を勘案して行うこととし、特に資金計画については、処分収入
若しくは特定工作物で自己の業務の を過当に見積もっていないかどうかに留意することが望ましい。
用に供するものの建築若しくは建設 本号の規定に基づき申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信
の用に供する目的で行う開発行為（当 用、又は能力があるか否かを審査する書類については施行規則で定められて
該開発行為の中断により当該開発区 いる資金計画書のほか法人の登記簿謄本（個人申請の場合は住民票）、事業
域及びその周辺の地域に出水、がけ 経歴書、納税証明書に統一することとし、当該開発行為が適正に遂行される
崩れ、土砂の流出等による被害が生 ものであるか否かの判断が非常に難しい場合以外その他の書類の要求は行わ
じるおそれがあることを考慮して政 ないことが望ましい。
令で定める規模以上のものを除く。）
以外の開発行為にあっては、申請者
に当該開発行為を行うために必要な
資力及び信用があること。

十三 主として、自己の居住の用に供 （法第33条第１項第13号の政令で定める規模） Ⅲ－５－７ 第13号関係（工事施行者の能力）
する住宅の建築の用に供する目的で 【第24条の３】 法第33条第１項第13号の政 本号の規定による工事施行者の能力の有無の判断は、当該工事の難易度、
行う開発行為又は住宅以外の建築物 令で定める規模は、１ヘクタールとする。 過去の事業実績等を勘案して行うことが望ましい。
若しくは特定工作物で自己の業務の また、本号の規定に基づき工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成
用に供するものの建築若しくは建設 するために必要な能力があるか否かを審査する書類については、法人の登記



の用に供する目的で行う開発行為（当 簿謄本、事業経歴書、建設業の許可証明書に統一することとし、当該工事が
該開発行為の中断により当該開発区 適正に遂行されるものであるか否かの判断が非常に難しい場合以外その他の
域及びその周辺の地域に出水、がけ 書類の要求は行わないとすることが望ましい。
崩れ、土砂の流出等による被害が生
じるおそれがあることを考慮して政
令で定める規模以上のものを除く。）
以外の開発行為にあっては、工事施
行者に当該開発行為に関する工事を
完成するために必要な能力があるこ
と。

十四 当該開発行為をしようとする土 Ⅲ－５－８ 第14条関係（関係権利者の同意）
地若しくは当該開発行為に関する工 本号において、開発許可基準として「開発行為の施行又は当該開発行為に
事をしようとする土地の区域内の土 関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意」が必要とさ
地又はこれらの土地にある建築物そ れているが、運用に当たっては、下記事項に留意することが望ましい。
の他の工作物につき当該開発行為の (1) 「開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる
施行又は当該開発行為に関する工事 権利を有する者」については、開発行為をしようとする土地又は当該開
の実施の妨げとなる権利を有する者 発行為に関する工事をしようとする土地の区域内にある土地等について
の相当数の同意を得ていること。 所有権、地上権、抵当権等当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有す

る者であること。なお、開発に伴う係争が生じる蓋然性が高いと認めら
れる場合で、その未然防止の観点から、これらの権利を有しない開発区
域の隣接地主並びに周辺住民等と調整を行わせることが望ましいと判断
される場合においては、開発行為の内容の明確化、その円滑な推進等の
観点から、必要かつ合理的な範囲で開発許可手続とは別に説明、調整を
行うよう申請者に対し指導を行うことが望ましいが、同意書の添付まで
は義務付けないよう適切な運用に努めること。

(2) 「相当数の同意」については、開発行為の事前協議の開始の段階にお
いて、開発区域内の関係権利者の同意を「相当数」を大幅に上回り求め
ることは、開発者に対し過大な負担となる可能性が高いので、事前協議
と並行して関係権利者の同意の取得を求めるよう弾力的な運用に努める
こと。

(3) 「相当数の同意を得ていること」に該当する場合とは、開発行為をし
ようとする土地及び開発行為に関する工事をしようとする土地のそれぞ
れについて、概ね、①同項同号に規定する権利を有するすべての者の３
分の２以上並びにこれらの者のうちの所有権を有するすべての者及び借
地権を有するすべての者のそれぞれの３分の２以上の同意を得ており、
かつ、②同意した者が所有する土地の地積と同意した者が有する借地権
の目的となっている土地の地積との合計が土地の総地積と借地権の目的
となっている土地の総地積との合計の３分の２以上である場合を指すも
のであること。

(4) 同意書に添付する印鑑証明については、同意者の意思確認上必要な書
類ではあるが、添付するものは同意書作成時のもので足り、同意者の真
意、権原に疑義がある等特別な理由がない限り、新規のものへの取り直

２ 前項各号に規定する基準を適用する 【第29条】 第25条から前条までに定めるも しを要求することは適当ではないこと。
について必要な技術的細目は、政令で ののほか、道路の勾配、排水の用に供する
定める。 管渠の耐水性等法第33条第１項第２号から

第４号まで及び第７号に規定する施設の構
造又は能力に関して必要な技術的細目は、
国土交通省令で定める。

３ 地方公共団体は、その地方の自然的 （法第33条第３項の政令で定める基準） Ⅲ－５－９ 技術基準の強化について
条件の特殊性又は公共施設の整備、建 【第29条の２】 法第33条第３項の政令で定 技術基準の強化を行う場合には、地域の実情等を十分勘案して行うことが
築物の建築その他の土地利用の現状及 める基準のうち制限の強化に関するもの 必要であり、必要性の有無にかかわらず一律的な強行は行わないことや公的
び将来の見通しを勘案し、前項の政令 は、次に掲げるものとする。 主体が整備することが適当な施設まで開発者に負担させないことなど、開発
で定める技術的細目のみによっては環 者に必要以上の負担を求めないよう留意する必要がある。
境の保全、災害の防止及び利便の増進 開発行為に伴い設置される公共施設についてはその適切な管理を確保する
を図ることが困難であると認められ、 ことが重要であるが、特に、技術基準の強化により設置された公共施設につ
又は当該技術的細目によらなくとも環 いては、原則公的主体に帰属させることとし、やむを得ず民有地のまま管理
境の保全、災害の防止及び利便の増進 される場合であっても、当該公共施設の土地について分筆を行わせて区域の
上支障がないと認められる場合におい 明確化を図り、管理協定を締結する等その適切な管理について特別な配慮を
ては、政令で定める基準に従い、条例 することが望ましい。また、開発許可権者と公共施設管理者が異なることが
で、当該技術的細目において定められ 想定される場合には、技術基準の強化の内容及び管理方法について関係部局
た制限を強化し、又は緩和することが と十分調整を行うことが望ましい。
できる。 これまで宅地開発指導要綱で行政指導を行っていた制限については、政省

令で定める基準に照らしてその内容を十分検討し、基準に合致するものは速
やかに法に基づく条例による強化基準として定めることが適当である。政省
令の基準を超える宅地開発指導要綱に基づき、法の開発許可にからめて行政



指導を行うことは、法律の趣旨から逸脱するものであることに留意する必要
がある。
条例で技術的細目に定められた制限の強化を行うに当たっては、どのよう

な開発行為についてどの程度の強化を行うか明確にすることが求められてい
るところであり、単に「必要があると認める場合」等の極めて抽象的な表現
で明確な基準を設けず裁量によって運用を行うことや専ら利便の増進の観点
から強化を行うことは望ましくない。

一 第25条第２号、第３号若しくは第５号 (1) 令第29条の２第１項第１号及び施行規則第27条の４第１号関係
から第７号まで、第27条、第28条第２号 令第29条の２第１項第１号及び施行規則第27条の４第１号では、強化
から第６号まで又は第28条の２から第29 の対象を、令第25条第２号、第３号、第５号から第７号まで、第27条、
条までの技術的細目に定められた制限に 第28条第２号から第６号まで、第28条の２、第28条の３（施行規則第23
ついて、環境の保全、災害の防止及び利 条の３）又は第29条（施行規則第24条、第25条第２号、第26条第４号又
便の増進を図るために必要な限度を超え は第27条）の技術的細目に定められた制限に限定しており、強化を行う
ない範囲で行うものであること。 ことが不適切なもの、強化が見込まれないものについては対象外として

いる。また、横だし的な強化については、施行規則第24条に定められた
技術的細目に限り令第29条の委任の範囲内で行えることとされており、
それ以外の技術的細目については上乗せの強化についてのみ行えること
とされている。
制限の強化は、「環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るため

に必要な限度を超えない範囲」で行うこととされており、環境の保全、
災害の防止及び利便の増進を図ることが必要とされる特定の地域におけ
る、特定の開発行為について、制限の強化の対象とする項目及びその程
度を限定して行う必要がある。従って、区域を限定せずに地方公共団体
の行政区域全域を一律的に対象として制限を強化すること、制限の強化
の対象とする開発行為の目的、規模等について限定せず一律的に制限を
強化すること（特に小規模な開発行為についてまで一律に制限を強化す
べきかは慎重に検討を行うことが望ましい）、地方公共団体が自ら整備
する以上の水準の公共施設等を求めること、開発事業者に著しい負担を
求めることなどは法令の趣旨に反するものであると考えられる。
また、制限の強化は、法令上定められている技術基準に比べ特別な権

利制限を課するものであることから、条例を制定する際には、強化の内
容が必要な限度を超えないものであることについて、事前に地域住民や
土地所有者等への十分な説明を行うことが望ましい。

二 第25条第２号の技術的細目に定められ (2) 令第29条の２第１項第２号関係（令第25条第２号の技術的細目に定め
た制限の強化は、配置すべき道路の幅員 られた制限の強化の基準）
の最低制限について、12メートル（小区 道路幅員の強化を行う場合は、当該道路の利用状況、周辺の道路幅員
間で通行上支障がない場合は、６メート の状況、公共団体の道路整備の方針等を十分勘案し、歩行者交通量が多
ル）を超えない範囲で行うものであるこ い場所での歩道の設置、中高層建築物に接することによる交通量の増大
と。 に対応する等具体的かつ合理的な理由に基づく強化を行うことが望まし

い。
また、小区間の道路の幅員の強化についても、予定建築物等の用途等

を勘案して緊急車両の通行を確保する必要がある場合、自動車交通量及
び歩行者交通量を勘案して歩車道を分離する必要がある場合等具体的か
つ合理的な理由に基づく強化を行うことが望ましい。

三 第25条第３号の技術的細目に定められ (3) 令第29条の２第１項第３号関係（令第25条第３号の技術的細目に定め
た制限の強化は、開発区域の面積につい られた制限の強化の基準）
て行うものであること。 20ha以下の開発行為であっても令第25条第３号の制限を適用すること

を可能とするものであるが、市街化調整区域内の既存の12ｍ道路の周辺
における立地基準の弾力的な運用（例えば法第34条第８号の３、第８号
の４等）と本号に基づく基準の強化とセットでの活用が考えられる。

四 第25条第５号の技術的細目に定められ (4) 令第29条の２第１項第４号関係（令第25条第５号の技術的細目に定め
た制限の強化は、歩車道を分離すべき道 られた制限の強化の基準）
路の幅員の最低限度について、5.5メー 通学路等においては片側一車線であっても歩車道分離を行うことが適
トルを下らない範囲で行うものであるこ 当な場合もあるなど、自動車交通量及び歩行者交通量を勘案して、９ｍ
と。 以下の幅員の道路についても歩車道分離を行わせることを可能とする趣

旨である。
五 第25条第６号の技術的細目に定められ (5) 令第29条の２第１項第５号関係（令第25条第６号の技術的細目に定め
た制限の強化は、次に掲げるところによ られた制限の強化の基準）
るものであること。 ① 第５号イ
イ 主として住宅の建築の用に供する目 住宅系開発については公園に限定した施設整備を求めることを可能
的で行う開発行為において設置すべき とする趣旨であるが、一律的に限定するのではなく、例外規定を設け
施設の種類を、公園に限定すること。 る等保存すべき緑地等に配慮した条例制定を行うことが望ましい。

ロ 設置すべき公園、緑地又は広場の数 ② 第５号ロ
又は一箇所当たりの面積の最低制限を ある程度まとまった規模の公園等を数箇所に整備させることを可能
定めること。 とする趣旨であり、設置すべき公園等の数や１箇所の面積については、



ハ 設置すべき公園、緑地又は広場の面 開発行為の規模に応じて定めることが望ましい。
積の合計の開発区域の面積に対する割 ③ 第５号ハ
合の最低制限について、６パーセント 新市街地開発などで、良好な樹林地等自然環境を保全する必要があ
を超えない範囲で、開発区域及びその る場合や予定建築物の用途が中高層共同住宅である場合など３％を超
周辺の状況並びに予定建築物等の用途 える面積の公園等が特に必要な場合に限り、６％以内の公園等の設置
を勘案して特に必要があると認められ を求めることができるという趣旨であるが、条例を定める際には、一
る場合に行うこと。 律的に強化するのではなく、予定建築物等の用途や区域等を限り定め

ることが望ましい。
六 第25条第７号の技術的細目に定められ （公園等の設置基準の強化） (6) 令第29条の２第１項第６号及び施行規則第27条の２関係（令第25条第
た制限の強化は、国土交通省令で定める 【第27条の２】 第21条第１号の技術的細目 ７号及び施行規則第21条の技術的細目に定められた制限の強化の基準）
ところにより、設置すべき公園、緑地若 に定められた制限の強化は、次に掲げると ① 施行規則第27条の２第１項第１号関係
しくは広場の数若しくは一箇所当たりの ころにより行うものとする。 ある程度まとまった規模の公園等を数箇所に整備させることを可能
面積の最低限度又はそれらの面積の合計 一 設置すべき公園、緑地又は広場の数又 とする趣旨であり、設置すべき公園等の数や１箇所の面積については、
の開発区域の面積に対する割合の最低制 は一箇所当たりの面積の最低限度を定め 開発行為の規模に応じて定めることが望ましい。
限（６パーセントを超えない範囲に限 ること。 ② 施行規則第27条の２第１項第２号関係
る。）について行うものであること。 二 設置すべき公園、緑地又は広場の面積 新市街地開発などで、良好な樹林地等自然環境を保全する必要があ

の合計の開発区域の面積に対する割合の る場合や予定建築物の用途が中高層共同住宅である場合など３％を超
最低制限について、６パーセントを超え える面積の公園等が特に必要な場合に限り、６％以内の公園等の設置
ない範囲で、開発区域及びその周辺の状 を求めることができるという趣旨であるが、条例を定める際には、一
況並びに予定建築物等の用途を勘案して 律的に強化するのではなく、予定建築物等の用途や区域等を限り定め
特に必要があると認められる場合に行う ることが望ましい。なお、３％を超える公園等の設置を求める場合は、
こと。 ３％を超える部分について、そのすべてを公園に限定する必要はなく、

２ 第21条第２号の技術的細目に定められた 予定建築物等の用途や周辺の状況等を勘案して緑地や広場でもよいこ
制限の強化は、設置すべき公園、緑地又は ととする運用が可能である。
広場の数又は一箇所当たりの面積の最低限 ③ 施行規則第27条の２第２号関係
度について行うものとする。 施行規則第21条第２号は、５ha以上の開発について大規模な公園の

設置を求める規定であるが、設置すべき公園の箇所数及び１箇所あた
りの面積の最低限度について、予定建築物の用途や開発区域の周辺の
公園の整備状況等を勘案して強化を可能とする趣旨である。

七 第27条の技術的細目に定められた制限 (7) 令第29条の２第１項第７号関係（令第27条の技術的細目に定められた
の強化は、20ヘクタール未満の開発行為 制限の強化の基準）
においてもごみ収集場その他の公益的施 公益的施設については、公共施設と比較して、開発区域内に確保する
設が特に必要とされる場合に、当該公益 ことが必要不可欠であるとはいい難いものであり、地方公共団体におい
的施設を配置すべき開発行為の規模につ て整備すべきことが原則であるが、もっぱら開発区域内の住民が利用す
いて行うものであること。 るごみ収集場等開発区域内の住民の利便の増進を図る上で必要不可欠な

身の回り施設については、開発行為の規模にかかわらず設置を求めるを
可能とするの趣旨である。
「開発区域内の住民の利便の増進を図る上で必要不可欠な身の回り施

設」の範囲に何が含まれるかは、公益的施設の内容が多岐にわたるもの
であることから開発行為の規模・内容や地域の実情に応じ適切に判断す
ることが望ましい。

八 第28条第２号から第６号までの技術的 (8) 令第29条の２第１項第８号関係（令第28条第２号から第６号までの技
細目に定められた制限の強化は、その地 術的細目に定められた制限の強化の基準）
方の気候、風土又は地勢の特殊性により、 「その地方の気候の特殊性」については、例えば多雨・多雪地帯で通
これらの規定のみによっては開発行為に 常の地域に比べてがけ崩れ又は土砂の流出等の災害の発生頻度の高い区
伴うがけ崩れ又は土砂の流出の防止の目 域、「その地方の風土又は地勢の特殊性」については、例えば傾斜の多
的を達し難いと認められる場合に行うも い土地柄やもともと地盤が軟弱な地域で通常の土地柄の地域に比べてが
のであること。 け崩れ又は土砂の流出等の災害の発生頻度の高い区域などが想定される。

九 第28条の２第１号の技術的細目に定め (9) 令第29条の２第１項第９号関係（令第28条の２第１号の技術的細目に
られた制限の強化は、保存の措置を講ず 定められた制限の強化の基準）
べき樹木又は樹木の集団の要件につい 「保存の措置を講ずべき樹木」については、地域の希少な樹木や県木
て、優れた自然的環境の保全のため特に 等が考えられるが、「優れた自然環境の保全」が特に必要である区域に
必要があると認められる場合に行うもの 限定して強化を行うこととし、開発者に過度の負担とならないように留
であること。 意することが望ましい。

十 第28条の２第２号の技術的細目に定め (10) 令第29条の２第１項第10号関係（令第28条の２第２号の技術的細目に
られた制限の強化は、表土の復元、客土、 定められた制限の強化の基準）
土壌の改良等の措置を講ずべき切土若し 花崗岩地域等表土が薄い地域等の特定の場所について1000㎡以下の規
くは盛土の高さの最低限度又は切土若し 模であっても表土を保全する必要がある場合などについて強化を可能と
くは盛土をする土地の面積の最低限度に する趣旨である。
ついて行うものであること。

十一 第28条の３の技術的細目に定められ （令第29条の２第１項第11号の国土交通省令 (11) 令第29条の２第１項第11号及び施行規則第27場の３関係（令第28条の
た制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅 で定める基準） ３及び施行規則第23条の３の技術的細目に定められた制限の強化の基準）
員の最低限度について、20メートルを超 【第27条の３】 第23条の３の技術的細目に 現行の緩衝帯の幅員の規制については、工場立地法の環境施設の設置
えない範囲で国土交通省令で定める基準 定められた制限の強化は、配置すべき緩衝 規制と整合が図られた規制となっているが、制限の強化を行う場合にあ
に従い行うものであること。 帯の幅員の最低限度について、開発行為の っても工場立地法の運用と齟齬を来たさないように十分配慮することが



規模が１ヘクタール以上1.5ヘクタール未 望ましい。
満の場合にあっては6.5メートル、1.5ヘク
タール以上５ヘクタール未満の場合にあっ
ては８メートル、５ヘクタール以上15ヘク
タール未満の場合にあっては15メートル、
15ヘクタール以上の場合にあっては20メー
トルを超えない範囲で行うものとする。

十二 前条に規定する技術的細目の強化 （令第29条の２第１項第12号の国土交通省令
は、国土交通省令で定める基準に従い行 で定める基準）
うものであること。 【第27条の４】 令第29条の２第１項第12号

の国土交通省令で定める基準は、次に掲げ
るものとする。
一 第24条、第25条第２号、第26条第４号
又は第27条の技術的細目に定められた制
限について、環境の保全、災害の防止及
び利便の増進を図るために必要な限度を
超えない範囲で行うものであること。

二 第24条の技術的細目に定められた制限 (12) 施行規則第27条の４第２号関係（施行規則第24条の技術的細目に定め
の強化は、その地方の気候若しくは風土 られた制限の強化の基準）
の特殊性又は土地の状況により必要と認 施行規則第24条の道路に関する技術的細目については、上乗せに限ら
められる場合に、同条各号に掲げる基準 ず、横だしを含めて制限の強化を可能とするものである。「上乗せ」の
と異なる基準を定めるものであること。 例としては、例えば、水はけの悪い地域については、アスファルト舗装

又はコンクリート舗装を義務付けること、積雪寒冷地については、交通
の安全上縦断勾配を９％以下に引き下げること、「横だし」の例として
は、多雪地域については除雪スペースを要求すること、高齢者や子供の
多い地域において９％以上の縦断勾配を認める場合はすべり止めを設け
ることなどが考えられるが、横だしを行う場合は、令第29条の委任の範
囲内に限定されることに留意すること。

三 第25条第２号の技術的細目に定められ (13) 施行規則第27条の４第３号関係（施行規則第25条第２号の技術的細目
た制限の強化は、公園の利用者の安全の に定められた制限の強化の基準）
確保を図るため必要があると認められる 公園等が自動車交通量の激しい道路等に接する場合でなくとも、バイ
場合に、さく又はへいの設置その他利用 ク、自転車等の進入を防ぐため、利用者の安全の確保を図るための措置
者の安全を図るための措置が講ぜられて を講ずる必要性がある場合が想定されるため、強化を可能としたもので
いることを要件とするものであること。 ある。

四 第26条第４号の技術的細目に定められ (14) 施行規則第27条の４第４号関係（施行規則第26条第４号の技術的細目
た制限の強化は、公共の用に供する排水 に定められた制限の強化の基準）
施設のうち暗渠である構造の部分の内径 公共の用に供する排水施設については、周辺の排水施設の整備水準と
又は内のり幅について行うものであるこ 整合を図るために強化を行うべきであり、周辺の排水施設の整備水準を
と。 超えた水準を求めることは行き過ぎであることに留意すること。

五 第27条の技術的細目に定められた制限 (15) 施行規則第27条の４第５号関係（施行規則第27条の技術的細目に定め
の強化は、その地方の気候、風土又は地 られた制限の強化の基準）
勢の特殊性により、同条各号の規定のみ 「その地方の気候の特殊性」については、例えば多雨・多雪地帯で通
によっては開発行為に伴うがけ崩れ又は 常の地域に比べてがけ崩れ又は土砂の流出等の災害の発生頻度の高い区
土砂の流出の防止の目的を達し難いと認 域、「その地方の風土又は地勢の特殊性」については、例えば傾斜の多
められる場合に行うものであること。 い土地柄やもともと地盤が軟弱な地域で通常の土地柄の地域に比べてが

け崩れ又は土砂の流出等の災害の発生頻度の高い区域などが想定される。
２ 法第33条第３項の政令で定める基準のう Ⅲ－５－10 技術基準の緩和
ち制限の緩和に関するものは次に掲げるも 技術基準を緩和する場合にあっては、開発行為の便宜を図るという観点で
のとする。 はなく、法律上の技術基準をそのまま適用することによる開発者の負担の大

きさや緩和を行った場合の開発区域の周辺への影響などを勘案して、必要な
場合に限定的に行うことが望ましく、区域内に存する市町村とも十分に調整
を行うとともに、次の事項に留意することが望ましい。

一 第25条第２号又は第６号の技術的細目 (1) 令第29条の２第２項第１号関係
に定められた制限について、環境の保全、 令第25条第２号及び第６号以外の制限は、環境の保全上、災害の防止
災害の防止及び利便の増進上支障がない 上不適切であるか、利便の増進を妨げるおそれが大きいことから緩和の
範囲で行うものであること。 対象とはされていない。

二 第25条第２号の技術的細目に定められ (2) 令第29条の２第２項第２号関係（令第25条第２号の技術的細目に定め
た制限の緩和は、既に市街地を形成して られた制限の緩和の基準）
いる区域内で行われる開発行為において 現行の開発許可の技術基準において４ｍ道路が認められるのは、小区
配置すべき道路の幅員の最低限度につい 間で通行上支障がない場合、既存道路に接して行われる一敷地の単体的
て、４メートル（当該道路と一体的に機 な開発行為の場合に限られているが、既成市街地においては周辺に４ｍ
能する開発区域の周辺の道路の幅員が４ 道路しか存在せず、また、公共団体による道路の拡幅も予定されていな
メートルを超える場合には、当該幅員） い場合があり、このような場合に、６ｍ道路を整備させても道路ネット
を下らない範囲で行うものであること。 ワークとして実質的な意味がないことから、緩和を可能とするものであ

る。



三 第25条第６号の技術的細目に定められ (3) 令第29条の２第２項第３号関係（令第25条第６号の技術的細目に定め
た制限の緩和は、地方公共団体が開発区 られた制限の緩和の基準）
域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広 「設置を予定している場合」とは、予算上の位置づけ、整備計画上の
場の設置を予定している場合に行うもの 位置づけ等様々な場合が想定されるが、開発区域内に比較的小規模な公
であること。 園等を設置する効用と整備が遅れてもまとまった公園等が整備される効

用とを考えて基準を設けることが望ましい。例えば、緩和の対象となる
区域、開発行為の規模、公園等の整備見込みの時期（開発工事完了後○
年以内に公園等の整備が見込まれる等）、整備が見込まれる公園等から
の離隔距離を定める等の基準が考えられる。

４ 地方公共団体は、良好な住居等の環 （法第33条第４項の政令で定める基準） Ⅲ－５－11 最低敷地規模規制
境の形成又は保持のため必要と認める 【第29条の３】 法第33条第４項の政令で定 いわゆるミニ開発を防止し、良好な環境を形成するため、新たに技術基準
場合においては、政令で定める基準に める基準は、建築物の敷地面積の最低限度 として追加されたものであるが、一定の敷地規模を確保する必要性は、地域
従い、条例で区域、目的又は予定され が200平方メートル（市街地の周辺その他 特性に大きく左右されるものであるため、他の技術基準のように全国一律に
る建築物の用途を限り、開発区域内に の良好な自然的環境を形成している地域に 義務付けることとせず、基準の運用自体を条例に委ねたところである。また、
おいて予定される建築物の敷地面積の おいては、300平方メートル）を超えない 最低敷地規模規制が財産権に対する制約となることから、その範囲を明確化
最低限度に関する制限を定めることが こととする。 させるため、区域、目的（自己用又は非自己用）、予定建築物の用途を限っ
できる。 て定めることとされている。

制限の内容については、原則200㎡を超えないこととし、市街地の周辺その
他の良好な自然的環境を形成している地域においては、200㎡を超え300㎡以
下の規制を実施することも可能とされるものである。
最低敷地規模規制は、周辺の環境との調和も念頭に置いた規制であること

から、開発区域周辺の敷地の大部分が狭小な敷地である場合にあっては、周
辺の敷地に比べ過大な敷地規制を求めることは望ましくない。また、最低敷
地規模規制は、建築確認で最終的に担保されるものであることから、条例制
定の際に建築確認部局と十分調整を行うとともに60条証明書を活用すること
が望ましい。

５ 景観行政団体（景観法第７条第１項 （法第33条第５項の政令で定める基準） （法の高さの制限に関する技術的細目）
に規定する景観行政団体をいう。）は、 【第29条の４】 法第33条第５項の政令で定 【第27条の５】 令第29条の４第２項の国土
良好な景観に形成を図るため必要と認 める基準は、次に掲げるものとする。 交通省令で定める技術的細目は、小段等に
める場合においては、同法第８条第２ 一 切土若しくは盛土によって生じる法の よって上下に分離された法がある場合にそ
項第１号の景観計画区域内において、 高さの最高限度、開発区域内において予 の上下の法を一体のものとみなすことを妨
政令で定める基準に従い、同条第１項 定される建築物の敷地面積の最低限度又 げないこととする。
の景観計画に定められた開発行為につ は木竹の保全若しくは適切な植栽が行わ
いての制限の内容を、条例で、開発許 れる土地の面積の最低限度に関する制限
可の基準として定めることができる。 を、良好な景観の形成を図るために必要

な限度を超えない範囲で行うものである
こと。

二 切土又は盛土によって生じる法の高さ
の最高限度に関する制限は、区域、目的、
開発区域の規模又は予定建築物等の用途
を限り、開発区域内の土地の地形に応じ、
1.5メートルを超える範囲で行うもので
あること。

三 開発区域内において予定される建築物
の敷地面積の最低限度に関する制限は、
区域、目的又は予定される建築物の用途
を限り、300平方メートルを超えない範
囲で行うものであること。

四 木竹の保全又は適切な植栽が行われる
土地の面積の最低限度に関する制限は、
区域、目的、開発区域の規模又は予定建
築物の用途を限り、木竹の保全又は適切
な植栽が行われる土地の面積の開発区域
に対する割合が60パーセントを超えない
範囲で行うものであること。

２ 前項第２号に規定する基準を適用するに
ついて必要な技術的細目は、国土交通省令
で定める。

６ 指定都市等及び事務処理市町村以外
の市町村は、前３項の規定により条例
を定めようとするときは、あらかじめ、
都道府県知事と協議し、その同意を得
なければならない。

７ 公有水面埋立法第22条第２項の告示
があった埋立地において行う開発行為



については、当該埋立地に関する同法
第２条第１項の免許の条件において第
１項各号に規定する事項（第４項及び
第５項の条例が定められているときは、
当該条例で定める事項を含む。）に関
する定めがあるときは、その定めをも
って開発許可の基準とし、第１項各号
に規定する基準（第４項及び第５項の
条例が定められているときは、当該条
例で定める制限を含む。）は、当該条
件に抵触しない限度において適用する。

８ 市街地再開発促進区域内における開
発許可に関する基準については、第１
項に定めるもののほか、別に法律で定
める。


